
規制に先立ち、2週間～10日前に予告看板を設置する。

次項以降に交通規制図(規制要領図)を示す。

通行止め箇所

交通規制にあたっては、交通状況に即した適切な保安施設を設けるなどして安全管理に努めるものとし以下に従う。

 交通規制は、夜間全面通行止め規制(21時～翌6時)により実施する。

全面通行止め区間は、一般県道砂原四方寄線の下硯川I.C～和泉I.C～花園I.C～池上I.Cとし、各I.Cへ交通誘導員、規制資機材を配置する。

交通誘導員は交通誘導に有効な位置に立ち、常に走行車両の動作に注意すると共に、服装や準備を整え、自ら事故に遭わないように自己防衛に努める。

標識の設置に際しては、歩行者や走行車両の障害とならないように充分留意し、標識の見通しが問題ないかについて確認を行う。
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全面通行止め区間

池上熊本駅IC～下硯川IC

夜間通行止（２１時～６時）

令和7年12月1日～12月25日

土日は除く


